
 

大阪市会情報公開条例（抄） 

 

制    定  平 13.4. 1 条例 24 

 最近改正  平 28.3.2   条例  5               

（定義） 

第２条 この条例において「公文書」とは、大阪市会事務局（以下「事務局」という。）の職員が職務上

作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、事務局の職員が組織的

に用いるものとして、大阪市会議長（以下「議長」という。）が管理しているものをいう。ただし、官

報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行される

ものを除く。 

 


